
かんなの里相談支援事業所では、地域にお住まいの主に知的障害・身体障害のあるご本人やご家族から、

生活上の様々な相談をお受けしています。また、福祉サービスを利用する際に必要なサービス等利用計

画、障害児支援利用計画の作成（計画相談）を行っています。お気軽にご連絡ください。 

 

 

事業内容 

障害者相談支援事業（藤岡市、神流町、上野村より委託） 

特定相談支援事業 

障害児相談支援事業 

 

主な相談支援内容 

・家庭や学校、地域生活での困りごとの相談 

・福祉サービスの情報提供 

・福祉サービス利用にあたっての計画作成、各関係機関との連絡調整、個別支援

会議の開催、福祉サービス利用開始後のモニタリングなどの支援 

 

開所日時など 

開所日時：8：30～17：30 月曜日～金曜日（祝日、12/29～1/3 は休業） 

相談方法：電話・来所・訪問にて対応します。事前にご連絡ください。 

費 用 ：基本相談は無料です 

 

 

かんなの里相談支援事業所 

〒375-0024 群馬県藤岡市藤岡 664-5 

藤岡市障害者支援センターきらら内 

℡ 0274-24-6858  fax 0274-25-8059 

 

相談支援専門員：君野文子（管理者兼務） 

 ※医療的ケア児等コーディネーター研修終了 

相談支援専門員：新井純子（なんでも福祉相談員） 


